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■振込方法
口座へ直接お振込みください（郵便振替）
口座番号 00950-2-172487
加入者名 公益財団法人　京都市ユースサービス協会
※ 払込書が必要な方は電話またはメー

ルにて京都市ユースサービス協会へ
ご連絡ください。

今後、クレジットカード決済について
も運用していく予定です。
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青
少
年
の
自
立
支
援
へ
温
か
い
心
を

育
て
よ
う
寄
付
文
化

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
３
年
。
そ
の
後
も
全
国
各
地
の
大
雨
大
雪
台
風
被
害
な

ど
自
然
災
害
が
相
次
い
で
い
ま
す
。
現
地
で
は
復
興
を
願
っ
て
立
ち
上
が
る
被

災
者
、
支
援
活
動
を
続
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
、
寄
付
金
を
出
し
合
っ

て
そ
の
活
動
を
支
え
る
人
た
ち
―
。
こ
う
し
た
互
助
精
神
は
、
阪
神
・
淡
路
大

震
災
に
次
ぐ
東
日
本
大
震
災
な
ど
の
大
災
害
を
契
機
に
育
ま
れ
、
寄
付
文
化
を

根
付
か
せ
花
開
い
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
公
益
法
人
制
度
改
革
に
伴
い
、
公

益
法
人
へ
の
寄
付
に
対
す
る
税
制
の
優
遇
措
置
が
整
備
さ
れ
、
寄
付
ご
こ
ろ
を

後
押
し
し
て
い
ま
す
。

　
最
近
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
市
民
活
動
の
支
援
を
目
指
し
た
市
民
財
団
が
増
え
て
き
ま

し
た
。
２
０
０
９
年
設
立
の
京
都
地
域
創
造
基
金
を
は
じ
め
、
全
国
各
地
で
市

民
立
の
団
体
が
誕
生
し
、
集
ま
っ
た
寄
付
金
は
そ
の
地
域
の
団
体
活
動
に
生
か

さ
れ
て
い
ま
す
。
公
益
財
団
法
人
京
都
地
域
創
造
基
金
の
深
尾
昌
峰
理
事
長
に

聞
く
と
「
近
頃
は
、
信
託
銀
行
や
司
法
書
士
に
財
産
の
遺
贈
に
つ
い
て
相
談
す

る
高
齢
者
が
増
え
て
い
ま
す
。
現
金
は
家
族
に
配
分
し
、
１
割
く
ら
い
は
寄
付

へ
。
ま
た
、
遊
休
農
地
や
山
林
な
ど
の
不
動
産
の
有
利
な
処
分
、
遺
贈
を
考
え

る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
」
と
の
こ
と
で
、
寄
付
ム
ー
ド
が
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　
次
世
代
を
担
う
青
少
年
の
支
援
活
動
を
続
け
る
京
都
市
ユ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス
協

会
は
、
公
益
財
団
法
人
と
し
て
広
く
一
般
市
民
や
企
業
・
団
体
か
ら
寄
付
を
受

け
や
す
い
組
織
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　
協
会
は
京
都
市
の
運
営
委
託
を
受
け
て
、
京
都
市
内
７
青
少
年
活
動
セ
ン

タ
ー
と
、
厚
労
省
な
ど
委
託
の
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
子
ど
も
・

若
者
総
合
相
談
窓
口
、
ひ
き
こ
も
り
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
を
運
営
し
て
お
り
、

居
場
所
事
業
の
ほ
か
に
、
不
登
校
や
引
き
こ
も
り
の
若
者
た
ち
の
悩
み
を
聞
き
、

支
援
し
て
い
ま
す
。
各
青
少
年
活
動
セ
ン
タ
ー
は
独
自
の
テ
ー
マ
と
施
設
設
備

を
活
か
し
た
自
主
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
京
都
市
ユ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス
協
会
は
、
新
年
度
ス
タ
ー
ト
の
２
０
１
４
年
４
月

か
ら
協
会
の
理
念
や
活
動
に
つ
い
て
理
解
を
い
た
だ
き
、
事
業
を
指
定
し
て
の

寄
付
、
協
会
全
体
へ
の
寄
付
な
ど
の
受
付
を
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。
皆
様
方

の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
協
会
事
務
局
　
米
原
　
裕
太
郎
）

　
昨
年
10
月
か
ら
今
年
３
月
に
か
け
て
、
京
都
市
ユ
ー
ス
サ
ー
ビ

ス
協
会
に
５
件
の
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。
協
会
や
青
少
年
活
動
セ

ン
タ
ー
の
事
業
に
共
感
し
て
取
り
組

む
江
田
努
さ
ん
・
薫
さ
ん
ご
夫
妻
か

ら
は
居
場
所
事
業
や
就
労
支
援
の
一

助
に
と
頂
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
磯
田
利
佳
子
様
　
匿
名
希

望
様
　
元
ラ
ウ
ン
ド
ア
イ
ズ
京
都
ス

タ
ッ
フ
様
　
Ｋ
・
Ｈ
様
の
皆
様
に
ご
寄

付
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

■寄付の種類
①京都市ユースサービス協会協賛寄付

京都市ユースサービス協会の運営に対する寄付シ
ステムで、1 口 1,000 円から何口でも。より専門
性を持った人材育成のための研修や、青少年支援
を行う他団体との連携などに活用します。

②事業指定寄付
京都市ユースサービス協会、各青少年活動センター
が実施する事業に対し、指定寄付を行うことで、
寄付金の届け先と使途が明確になります。

■寄付に対する税制優遇について
京都市ユースサービス協会は、京都府より認定を受けた公益財
団法人です。当協会への寄付に対しては税制の優遇措置が受け
られます。以下２つの控除を受けることができます。
 ①所得控除 

寄付金のうち、2,000 円を超える額が所得から控除されます。 
※ただし総所得の 40％が限度 

②府民税控除 
寄付金のうち、2,000 円を超える額の 4％が府民税から控除
されます。 

※京都府内に住民票のある方が対象となります。 
※�優遇措置を受けるためには，当協会が発行する寄付金受領証
明書が必要です。ご希望の方はお申し付けください。
※控除を受けるためには確定申告をする必要があります。

詳しくは、京都市ユースサービス協会事務局（電話 075-213-
3681）まで、お気軽にお問い合わせください。


